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事業進捗に伴う記載変更

① 施策を中止した項目
→事例①

② 施策の一部整備が完了した項目（引き続き残箇所の整備が必要）
→事例②

③ 施策のうち記載されている整備は全て完了したが、施策は継続する項目
（新たな箇所や保全が必要）
→事例③

④ 施策が完了した項目
→該当なし
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事例①

現行計画 変更原案

丹生ダム建設中止に伴い、「（２）渇水対策容量の確保」を削除。

その事後措置として「（２）異常渇水時の緊急水の補給」について記載。」
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事例②

現行計画 変更原案

宇治川の河川改修は継続であるが、塔の島地区の河道掘削が完了したことにより、削除。

引き続き、河道掘削を実施。
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事例③

現行計画 変更原案

ワンド倍増計画による整備が完了したため削除。

既設ワンドの保全、新たなワンド整備を実施する。
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